新型コロナ対策事業活動安定化応援金
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１　対象者
新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う資機材、電気代、燃料代の高騰により影響を受けている日吉津村内の商工事業者等で、令和5年4月以降も事業活動を継続し、次の要件を満たす者

２　要件
	区　　　分
	要件

	・村内に本店又は本社を有し、法人登記のある事業者
	令和4年9月1日以前から村内で事業を行っている個人、または法人で左の区分のいずれかに該当する者。（注３）

	・法人村民税均等割の標準税率が年額5万円の者（注１）
	

	・株式会社ひえづ物産に賃借料を納める者
	

	・事業収入と年金収入の他に収入がない個人事業主（注２）
	



注１　地方税法第312条第1項第１号ホに該当する法人事業者をいいます。
（同法第312条第1項第１号イ、ロ、ハ、二に該当する場合は対象外です。）
注２　給与収入や不動産収入などのある個人事業主は対象となりません。
注３　次の事業者は対象外です。
・銀行、郵便局等公的要素が高い事業者（日吉津村社会福祉協議会を含む）
・業種が農業のみの事業者
・宗教上の組織若しくは団体　　　　など

３　交付額
　　　１00,000円
　　　※交付は、１回限りとします。

４　申請期限
　　　令和５年１月３１日（火）

５　申請方法
　　　下記の書類を提出してください。
1 新型コロナ対策事業活動安定化応援金交付申請書兼請求書
2 添付書類（詳細については、交付申請書兼請求書に記載しています。）

６　申請及び問合せ先
　　　〒689-3553
    　鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15
    　日吉津村建設産業課
　　　TEL 0859-27-5953（直通）　FAX 0859-27-0903
